
49



50



51



52



 

指　摘　事　項 指　導　事　項 参考

会計

指定特定相談支援事業と指定一般相談
支援事業の会計が分けられていない。

指定特定相談支援事業についてはその他の事業と会計を区
分すること。

平24厚令28第29条

苦情受付箱が設置されていない。 苦情受付箱は、利用者やその家族から分かりやすい場所に
設置し、用紙と筆記用具も置いておくこと。

重要事項説明書に、担当者・責任者名
が記載されていない。

苦情受付担当者と苦情解決責任者を別に設置し、重要事項
説明書に記載すること。また、第三者委員を設置している
場合は、その氏名と連絡先も記載すること。

秘密保持等

利用者やその家族に関する情報を使用
する際、あらかじめ文書により同意を
得ていない。

利用者の個人情報を取り扱うので、あらかじめ個人情報使
用の同意書をとる等、必要な措置を講ずること。

平24厚令28第24条

研修

・虐待防止及び衛生管理・感染症予防
に関する研修を行っていない。
・マニュアルを作成していない。

マニュアルを作成し、年１回以上研修を行うとともに、研
修記録を保管すること。

平24厚令28第20条

障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利
用する障害児について、モニタリング等により障害福祉
サービスの変更（支給量等）が生じた場合には、障害児相
談支援費で請求すること。

請求において、利用支援だけを請求すべきところ、継続支
援も加え請求しているものがあったので、速やかに過誤調
整に係る事務を行うこと。

受給者証の記載に基づき、適切な時期にモニタリングを実
施し記録、管理を行うこと。

平24厚令28第9条

医療・保育・教育機関等連携加算につ
いて、サービス等利用計画を作成した
場合に算定できるが、当該計画を作成
していない月に算定している。

平成30年4月分(制度改正)以降の請求を精査し、関係市町
と協議の上、過誤調整等を行うこと。

報酬告示別表第8

指定特定・障害児相談支援事業所　実地指導　指摘事項　

項　　　　目

苦情解決

報酬について

平24厚告125

相談支援Ｑ＆Ａ（平
成25年2月22日付事
務連絡）

平24厚令28第27条

給付費

基本方針について

障害福祉サービスと障害児通所支援の
両方のサービスを利用する障害児につ
いて、モニタリング等により障害福祉
サービスの変更（支給量等）が生じた
場合に、計画相談支援費を算定してい
る。
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指　摘　事　項 指　導　事　項 参考

指定特定・障害児相談支援事業所　実地指導　指摘事項　

項　　　　目

入院時情報連携加算について、記録が
入院時に提供した情報ではなく、退院
時に病院等から聞き取った内容となっ
ているケースについて加算を算定して
いる。

入院時情報連携加算は、当該利用者が入院するにあたり、
心身の状況や生活環境の必要な情報を、病院等の職員へ提
供した場合に算定できる。平成30年4月(制度改正)以降の
請求を精査し、関係市町と協議のうえ、過誤調整等を行う
こと。

報酬告示別表第5
留意事項通知第四の6

計画相談支援給付
費の額に係る通知

利用者に対して、計画相談支援給付費
の額を通知していない（法定代理受
領）。

法定代理受領を行っている利用者に対して、代理受領後に
計画相談支援給付費の額を通知すること。

平24厚令28第14条

契約書の契約期間の記入漏れがある。 契約締結の際は契約期間・契約日を必ず記入し、割印をし
て整備しておくこと。

文面に誤りがある（法律名、人員配置
等）。

契約締結時の状況に応じた文面に訂正すること。 平24厚令28第5条、
第19条

重要事項の説明、同意が行われていな
い。

契約締結及び更新に際しては、毎回必ず重要事項を記した
文書を交付して説明を行うこと。

平24厚令28第5条

利用に係る契約をしたときに、報告が
なされていない。

利用に係る契約をしたときは、契約内容報告書にて市町に
対し遅滞なく報告すること。なお、平成30年4月以降に関
するものは、速やかに関係市町へ提出すること。

基準省令第6条第1項

作成日、作成者の記入漏れがある 作成日・作成者を明確にすること。

アセスメントが利用者の居宅で実施さ
れていない。

アセスメントやモニタリングについては原則として利用者
の居宅等に訪問して実施すること。

モニタリング

記録が不十分である。 モニタリングに当たっては、利用者と面接してサービスの
利用意向等を確認し、記録に残しておくこと。

記録が不十分である。 担当者会議を開催した際は、関係機関の意見や検討結果等
について記録・整理を行うこと。

担当者会議に福祉サービス事業所が参
加していない。

必要な関係者が参加し、協議・調整・情報共有等が図れる
よう実施方法の見直しを行うこと。

報酬について

契約について

平24厚令28第15条

契約書
重要事項説明書

アセスメント

担当者会議

アセスメント等に
ついて
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指　摘　事　項 指　導　事　項 参考

指定特定・障害児相談支援事業所　実地指導　指摘事項　

項　　　　目

変更届が提出されていない。 相談支援専門員の経歴や運営規程等、変更届に掲げる項目
に変更があった場合は、速やかに変更届を提出すること。

法第51条の25
法施行規則第34の60

利用者との契約についての報告が市町
にされていない。

契約内容に変更等あった際は、契約内容の報告書類を市町
に提出すること。

平24厚令28第6条
自治体への報告その他
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